
熊野町地域公共交通活性化協議会設置要綱 

令和４年２月 21 日 

告示第 25 号 

 

（目的） 

第１条 熊野町の公共交通施策に関する諸課題に対応し、地域の実情に即した輸送

サービスの実現を図るため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19

年法律第 59 号)第６条第１項に規定する協議会及び道路運送法施行規則(昭和 26

年運輸省令第 75 号)第９条の３に規定する地域公共交通会議を兼ねる組織として

熊野町地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行

う。 

⑴ 地域公共交通計画の策定及び変更に関すること。 

⑵ 地域公共交通計画及び地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関す

ること。 

 ⑶ 地域公共交通計画の達成状況の評価に関すること。 

 ⑷ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関するこ

と。 

 ⑸ 交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

 ⑹ 協議会の運営方法その他協議会が必要と認めること。 

 ⑺ 前６号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は別表に掲げる団体又は機関等を代表する者のうちから町長が委嘱し、又

は任命する。 

３ 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認めるときは、協議会の運営上必要と認

められる者を委員として加えることができる。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選任する。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。 

４ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき、

又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

３ 委員がやむを得ない事情で会議に出席できない場合は、当該委員から委任を受

けた代理人が会議に出席できるものとする。 

４ 会議の議事は、出席した委員（代理人含む。）の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

５ 会議は公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運

営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

６ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対して、資料を提出

させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

７ 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

（書面審議） 

第７条 会長は議案が次に掲げるものである場合、又はやむを得ない事情により会

議を開催することができないと認める場合は、書面審議により、議事を決するこ

とができる。 

 ⑴ 緊急を要するもの 

 ⑵ 会計その他協議会の運営に関するもの 

 ⑶ その他会長が軽易であると判断するもの 

２ 前項に規定する方法により協議会を開催する場合は、委員の過半数からの回答

がなければ、議事は成立しない。 

３ 前条第４項の規定は、本条第１項の規定について準用する。 

（協議結果の尊重） 

第８条 協議会で協議が整った事項については、関係者はその協議結果を尊重しな

ければならない。 

 （守秘義務） 

第９条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

（事務局） 

第1 0条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、熊野町住民生活部生活環境課に置く。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（その他） 

第1 1条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



附 則（令和４年８月１７日） 

 （施行期日等） 

  この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の熊野町地域公共交通活性化協

議会設置要綱第６条第３項の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

  



別表（第３条関係） 

区分 団体又は機関等 

地方公共団体 熊野町 

関係する公共交通事業者

等 

広島電鉄 株式会社 

朝日交通 株式会社 

有限会社 日の丸タクシー 

安芸交通 株式会社 

西日本自動車 株式会社 

一般旅客自動車運送事業

者の事業用自動車の運転

者が組織する団体の代表

者 

私鉄中国地方労働組合広島電鉄支部 

地方運輸局長 国土交通省中国運輸局広島運輸支局 

道路管理者 
広島県土木建築局 

熊野町建設農林部 

公安委員会 広島県警察海田警察署 

地域公共交通の利用者 熊野町自治会連合会 

学識経験者 公共交通に精通した大学教授等 

その他地域公共団体が必

要と認めるもの 

熊野町議会 

広島県地域政策局 

熊野町商工会 

熊野町社会福祉協議会 

熊野町健康福祉部 

 

 


